
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・住民税（市民税・都民税）申告は不要です。 

・住民税（市民税・都民税）申告が必要です。 
・確定申告が必要な可能性があります。詳細は青梅税務署（0428-22-3185）にお問い　　　

合わせください。 

 

【住民税申告】地方税である「住民税（市民税・都民税）」の申告です。 

【 確 定 申 告 】国 税である「所得税」の申告です。 

※　このフローチャートはあくまでも一例です。すべての場合に当てはまるわけではございませんので、　

ご了承ください。

STEP.1 １月１日～１２月３１日の間に収入（公的年金やアルバイト等を含む）がある

確定申告をした又は
する予定がある

同世帯の親族の 
扶養となっている

収入の種類を確認します。お手元に資料を準備した上で該当箇所へ進んでください。

１ヵ所からの
給与収入のみ

公的年金収入
のみ

障害年金 
遺族年金のみ

複数の収入 
その他の収入

年末調整が 
済んでいる

収入 400 万円 
以下である

控除の追加や
修正をしたい

控除の追加や
修正をしたい

源泉徴収 
税額がある

収入なしに 
該当します 

STEP.1 へ↑

STEP.2

A B C

A
B

住民税(市民税・都民税)申告必要？不要？フローチャート   YES     NO 

源泉徴収 
税額がある


